
    
          

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

　
　
　
　
　
　

実
施
し
ま
す

〜  

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

 
お
寄
せ
く
だ
さ
い  

〜

　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
、
町
の

重
要
な
政
策
や
計
画
な
ど
を
決
め
る

際
に
、
そ
の
案
を
町
民
の
皆
さ
ん
に

公
表
し
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
等
を
反

映
し
な
が
ら
決
定
す
る
手
続
き
で
す
。

実
施
す
る
案
件

甘
楽
町
災
害
廃
棄
物
処
理
計
画
（
案
）

〔
災
害
に
よ
り
発
生
す
る
廃
棄
物
を
適

正
か
つ
円
滑
・
迅
速
に
処
理
す
る
た
め

の
方
針
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
〕

閲
覧
・
意
見
の
募
集
期
間

12
月
１
日
㈬
〜
27
日
㈪

閲
覧
方
法
・
閲
覧
場
所

　

役
場
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
で
き
ま
す
。
※
役
場
閲
覧
時
間
は
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
。
た
だ

し
、
水
曜
日
は
午
後
７
時
15
分
ま
で
。

（
土
・
日
曜
日 

閲
覧
可
能
） 

意
見
・
提
案
の
提
出
が
で
き
る
人

▼
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

▼
町
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
個

人
、
法
人
、
団
体

▼
町
内
の
事
業
所
な
ど
に
勤
務
す
る
人

▼
当
該
計
画
に
対
し
て
利
害
関
係
を
有

す
る
人

意
見
・
提
案
の
提
出
方
法

　

12
月
27
日
㈪
【
必
着
】
ま
で
に
、
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
意
見
を
記
入

し
、
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
電
子
メ
ー
ル

ま
た
は
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
さ
れ
た
意
見
・
提
案
の
取
り
扱
い

　

個
人
情
報
や
個
人
を
特
定
で
き
る
よ

う
な
情
報
を
除
き
、
意
見
の
概
要
や
町

の
考
え
方
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
。（
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
）

提
出
上
の
注
意

▼
口
頭
・
電
話
に
よ
る
意
見
の
提
出
は

で
き
ま
せ
ん
。

▼
提
出
さ
れ
た
原
稿
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ

住
民
課
環
境
係　

☎
(64)
８
３
１
５

E-m
ail

：kankyou@
tow
n.kanra.

lg.jp閲
覧
、
意
見
書
様
式
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら  

⬇

就
学
援
助
（
入
学
準
備
金
）

入
学
前
支
給
の
お
知
ら
せ

　

令
和
４
年
４
月
に
町
内
の
小
・
中
学

校
に
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん
が
い
る
家

庭
で
、
経
済
的
な
理
由
等
に
よ
る
就
学

援
助
の
要
件
に
該
当
す
る
保
護
者
に
、

入
学
準
備
金
（
ラ
ン
ド
セ
ル
、か
ば
ん
、

制
服
等
入
学
に
必
要
な
も
の
を
購
入
す

る
費
用
）
を
入
学
前
（
３
月
）
に
支
給

し
ま
す
。

　

申
請
を
ご
希
望
の
人
は
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

令
和
４
年
１
月
21
日
㈮

問
い
合
わ
せ　

学
校
教
育
課 

学
校
教
育
係

☎
(64)
８
３
２
３

富
岡
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

12
月
10
日
㈮
〜
16
日
㈭
は「
北
朝
鮮

人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」で
す
。

　

国
民
的
な
課
題
で
あ
る
拉
致
問
題
を

は
じ
め
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵

害
問
題
に
対
し
て
関
心
と
認
識
を
深
め

ま
し
ょ
う
。

　

北
朝
鮮
に
よ
る「
拉
致
容
疑
事
案
」お

よ
び「
拉
致
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な

い
事
案
」に
関
す
る
情
報
提
供
等
へ
の

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

群
馬
県
警
察
本
部

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
こ
ち
ら 

⬇

問
い
合
わ
せ

富
岡
警
察
署　

☎
(62)
０
１
１
０

第
73
回
人
権
週
間

12
月
４
日
㈯
～
10
日
㈮

◎
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設　

 　
い
じ
め
や
児
童
虐
待
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
人
権
侵
害
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
偏
見
・
差

別
、家
庭
内
や
近
所
の
も
め
ご
と
な
ど
、

人
権
問
題
や
困
り
ご
と
で
悩
ん
で
い
る

人
は
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
料
金

は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

日
時　

12
月
28
日
㈫ 

午
後
１
時
〜
３
時

場
所　

甘
楽
町
公
民
館

◎
通
常
相
談
窓
口

① 

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
）

② 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：https://w

w
w.jinken.go.jp/

問
い
合
わ
せ　

前
橋
地
方
法
務
局　

人
権
擁
護
課

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
４
６
６

No.1208おしらせ版
※  新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載した
　  情報は変更または中止になることがあります。
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